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規　　　　　則

　単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正

する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第19号

　　　�単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を

改正する規則

　単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則（昭和32年福

岡市規則第53号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

106 279,100 315,000 337,300 389,000
107 279,400 315,400 337,900 389,700
108 279,600 315,600 338,500 390,400

109 279,900 315,800 339,200 390,900
110 280,200 316,100 339,800 391,600
111 280,500 316,400 340,400 392,300
112 280,700 316,600 341,000 393,000

113 280,900 316,800 341,700 393,500
114 281,200 317,100 342,300 394,200
115 281,400 317,400 342,900 394,900
116 281,600 317,600 343,500 395,600

117 281,900 317,800 344,200 396,100
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106 279,100 315,000 337,300
107 279,400 315,400 337,900
108 279,600 315,600 338,500
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改める。

　　　附　則

　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。

109 279,900 315,800 339,200
110 280,200 316,100 339,800
111 280,500 316,400 340,400
112 280,700 316,600 341,000

113 280,900 316,800 341,700
114 281,200 317,100 342,300
115 281,400 317,400 342,900
116 281,600 317,600 343,500

117 281,900 317,800 344,200
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